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１． はじめに 
 
 貧困問題への有効な手法としてマイクロファイナンスが取り上げ

られるようになって久しい。マイクロファイナンスとは、貧困層に

少額の事業資金を原則として無担保で貸し付け、貧困者の自助努力

を通じて経済生活の向上に結びつけようとする活動である１。女性

にターゲットを絞るケースが多い。バングラデシュのグラミーン銀

行の目覚ましい実績で人口に膾炙するようになった。 
国際ネットワーク「貧困者救済支援グループ」CGAPの2009年

調査によると、2008年のマイクロファイナンスへの資金提供額およ

び投資額は前年比 24％上昇し、総額 148 億ドルに達する(Fucks 
2009)。マイクロファイナンス利用者は2007年で約1億5,500万人

に上る。また世界全体でマイクロファイナンスに関わる機関は1万

を超え、その融資残高は 300 億ドルに上るとする報告もある(菅
2008：30)。 
世界銀行やアジア開発銀行など主要な国際機関もマイクロファイ

ナンス事業やそれを実施する機関に積極的な資金提供を行っている。

国連は 2005 年を「マイクロクレジット国際年」に指定し、貧困削

減等を盛り込んだミレニアム開発目標(MDGs)達成の重要な手法と

して位置づけ、その一層の促進をはかっている(UNCDF 2005)。こ

のように近年世界的にマイクロファイナンスは貧困削減の重要な方

策として取り上げられつつある。 
マイクロファイナンスの広がりに関しては、国連等の公的国際機

関に先んじて、むしろ民間・NGO レベルでの取り組みがそのイニ

シアティブをとってきたと言える。地域における個別団体の取り組

みはグラミーン銀行が注目される以前から数多存在した。国際的に、

さまざまなステークホルダー(利害関係者)の注目を集める契機とし

ては、NGOが1997年にアメリカのワシントンDCにおいて開催し

た「マイクロクレジット・サミット」があげられる。NGO 代表の

みならず世界 137 カ国の政府首脳、国際援助機関代表者ら総勢

2,900 人が参加し、マイクロファイナンスの意義と課題について議

論した。その後「サミット」ほぼ毎年は継続的に開催され、今日に
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至るまで情報と経験の交流、及びさらなる推進をはかる重要な機会

となっている（Microcredit Summit Campaign 2009）。 
近年、貧困層を対象とした開発手法として始まったこのマイクロ

ファイナンスは、新しい局面を迎えている。いわゆる利益目的の投

資の新たな対象としても注目を集めるようになってきたのである。

小口貸付でありながら回収率の高さからその利益性を見込み、先進

国の金融機関や投資会社が、マイクロファイナンスに関する金融商

品を開発して貧困層をビジネスにとりこむことが進行しつつある。

ドイチェ銀行は 1997 年に「ドイチェ銀行マイクロファイナンス開

発基金」を設立し、2005年には世界初のマイクロファイナンス・フ

ァンド「グローバル商業マイクロファイナンス・コンソーシア」を

売り出した。この金融商品は個人投資家のみならず機関投資家から

も顧客を獲得し、約 8,000 万ドルを集めている(Deutsche Bank 
2009:74)。世界全体ではマイクロファイナンス機関の貧困層への融

資残高は、2001年の40億ドルから2006年にはおよそ250億ドル

まで急増した。さらに今後も世界でマイクロファイナンス事業への

投資総額は拡大すると予測されている（Deutsche Bank 2007）。 
2009年、日本においても大和証券が日本初のマイクロファイナン

ス投資商品となる「国際公社マイクロファイナンス・ボンド」の販

売を開始した。投資家の投資利益実現と同時に社会貢献ができるこ

とを謳い文句に掲げている２。 
このように今やマイクロファイナンスは開発分野にとどまらず、

一般の金融業界にまで広がる勢いを見せている。貧困削減のような

社会的目的を達成するために草の根レベルから始まったマイクロフ

ァイナンスが、社会正義をも犠牲にして利潤追求するグローバル経

済の急先鋒を担ってきた金融業界と共存する実態は奇異にみえる。

マイクロファイナンスは所期目的であった貧困削減に寄与している

のだろうか。これが小稿の基本的な問題関心である。 
マイクロファイナンス事業の貧困削減効果についての評価は複雑

である。主として経済的側面と社会的側面の二点から評価されるこ

とが多い。まず経済的効果の評価基準は、マイクロファイナンスに

よって借り手の生活水準が上昇したかどうか、貧困層が貧困から脱

却できたか否かという点である。ポジティブな結果をもたらしたと

いう報告は多い。グラミーン銀行の成功例については数多の報告と

論評があるし３、それが評価された結果、グラミーン銀行及びユヌ

ス総裁に対して 2006 年ノーベル平和賞が与えられている。米国の

マイクロファイナンス機関であるアクシオン(Accion)が過去 10 年

間に494万人に123億ドルを融資したうち、894人の借り手を抽出

し、3 年間にわたる実態調査を行ったところ、彼らの所得は平均で

1か月当たり455ドル、38％増加したという。また1か月当たりの

平均利益が47％増加したことも報告されている(菅2008：52)。1990
年代から 2000 年初めにかけて刊行された大量の関連文献を、モー

ドックらがサーベイしたところに、アジア、アフリカ、ラテンアメ

リカ各地における取り組みにおいて、マイクロファイナンスが貧困

削減に貢献したという事例は枚挙にいとまない。国際援助機関の政

策的観点からの評価のみならず、NGO によって行われた借り手側

の視点からの評価によっても肯定的な結論が導かれている(Mordo
ck et al. 2002)。  
一方で社会的効果については、女性を始めとする社会的に周縁化

され排除された人々が、自助努力を通じて人間としての尊厳

(dignity)を獲得してゆくエンパワーメント・プロセスに注目をする。

マイクロファイナンスはそれまで通常の金融サービスから排除され

ていた貧困層が、自助意欲を高めたり、新たな社会関係を構築する

といった効果をもたらしている。また、所得向上によって金銭面で

余裕ができたことに加えて、マイクロファイナンス機関からの助言

も得て、教育への意識が高まり子どもの就学率が上がるなど、生活

態度における効果も報告されている(岡本他1999：52-53)。 
ところで、小稿が焦点を当てて論じるフィリピンはマイクロファ

イナンス分野において、先進的実績を誇る国の一つである。世界の

主要なマイクロファイナンス機関の財務パフォーマンスを公開する

国際ネットワーク「Mix Market」の2008年報告によると、世界で

は約9,900万人の借り手が存在し、そのうち約7,100万人がアジア

太平洋地域の人々によって占められている。主としてインド、バン

グラデシュなどの南アジア諸国が占める(MIX 2008)。フィリピンの

借り手実数は約200万人であり、アジアではバングラデシュ、イン

ド、ベトナム、インドネシアに次いで5番目に多い(MIX 2009: 2)。
対人口比率で比較すると、フィリピンでの普及率は、バングラデシ

ュ、ベトナムに次いで3番目となる。さらに近年急速に借り手の数

が急増しており、2006 年から 2007 年にかけて 36％の伸びがあっ

た(MIX 2009: 4)。このようにフィリピンは世界でも有数のマイクロ

ファイナンス実践国であると指摘できる。 
こうした普及率の高さは、単に草の根NGO の地道な活動による

ものだけではない。重要な推進役は民間商業金融機関である。フィ

リピンのマイクロファイナンスが商業化していること、つまり商業

金融資本が重要な担い手になっていることについては既に指摘があ

る（Charitonenko 2003）。こうしたフィリピンの現状は、先に提示

した疑問を再度喚起させる。つまりマイクロファイナンスが貧困削

減の有効な手段として機能しているのか否かという点である。実際、

MIXの報告によれば、フィリピンの貧困層へのマイクロファイナン

スの普及率は６％と非常に低い４。 
小稿ではフィリピンでのこうした状況がどのような政策的、歴史

的背景をもって展開し、さらに具体的にいかなる主体がマイクロフ

ァイナンス事業に関わってきたのかについてを検討する。その上で

貧困政策としてのマイクロファイナンスの実態についても考察を加

える。まず、商業化を促進した政府のマイクロファイナンスに関す

る政策を検討し、次にマイクロファイナンスの主要な担い手として、

NGO、協同組合、さらに農業銀行の 3 主体をとりあげ、フィリピ

ンにおけるマイクロファイナンスの実態について検討してゆく。 
 

２、政府の推進政策 
 
 2010 年 3 月、フィリピンは英国『エコノミスト』誌情報部EIU
によってマイクロファイナンスに関する制度環境の最も整備された

国であると評価された。利益追求を前提としたマイクロファイナン

ス・ビジネス環境としてもペルー、ボリビアに次いで第３位という

高い評価を得ている５。 
 こうした環境はフィリピン政府が特に 90 年代以降推進してきた

制度整備によってもたらされたところが大きい。1992年に政権につ

いたフィデル・ラモス大統領の時期におおよその政策が提示されて

いる。任期 6 年間の基本方針を描いた『フィリピン中期開発計画
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1992-98』ではグローバル競争力の涵養と人間（人材）開発を政権

の2つの柱に掲げた。いずれも世界的な新自由主義の流れに沿って、

市場原理を基本に据えた具体的政策として進められることとなった。

ここでは直接マイクロファイナンスについて言及がなされていない

ものの、「金融の自由化」が政策の重要項目として挙げられた。この

ことが、その後マイクロファイナンスが金融事業の一角を担う道を

拓いたという点で意義は小さくない。 
 マイクロファイナンスに関する政府政策は 1994 年通達第 86 号

(AO No.86)によって設置された国家信用評議会(NCC: National 
Credit Council)が中心となって進められた。設立当初、政府系金融

機関フィリピン土地銀行(LBP: Land Bank of the Philippines)の下

にあったNCCは、1996年に財務省(Department of Finance)の管

理下に置かれる。翌年から2年間、米国国際開発庁USAIDの援助

をうけた「信用政策改善プログラム」が NCC の下で執行され、そ

の成果として「マイクロファイナンス国家戦略」が起草された。そ

こでは 2005 年までに貧困層および小規模事業者の過半数にマイク

ロファイナンスを提供することが目標に掲げられた。そしてその目

標は、「自由市場原理の機能する経済環境の中で達せられる。ここで

は民間部門が主導的役割を果たし、政府は市場が効率的に機能し民

間部門が参入しやすい環境を整える役割を果たす」こととされた

(NCC 1998)。 
1998年に施行された社会改革貧困削減法（共和国法第8425号）

によって、マイクロファイナンスは法的にも政府の公式政策として

位置づけられると同時に、「マイクロファイナス国家戦略」によって

打ち出された民間主導という路線が決定づけられた。共和国法第

8425号では、マイクロファイナンス分野における市場原理の徹底を

はかり、民間機関にその推進を委ねること、政府は貧困者への信用

供与には直接かかわらないことが再確認された。さらに 1999 年、

行政命令第138号(EO No.138)は政府が直接マイクロファイナスに

対して融資を行わないこと、政府系金融機関に業務を移管すること

が取り決められている。 
 一方、マイクロファイナンスの普及に関連しては、1995年政府の

出資により「民衆信用融資会社」(PCFC: People’s Credit and 
Finance Corporation)が設立され、外国援助を得ながら、マイクロ

ファイナンス機関に資金提供をしていった。実際に借り手に対して

直接少額融資を行う事業は民間にゆだねられていった。こうして、

制度整備は政府、実施は民間という分業構造が 1990 年代に出来上

がってゆく。  
 民間部門主導の実施体制を実際に促進したのはフィリピン中央銀

行(BSP: Banko Sentral ng Pilipinas)である。2000年の改正銀行法

によってマイクロファイナンスが正式な金融業務として認められ、

同時にフィリピン中央銀行が農村銀行（第 5 章で詳述）、その他の

商業銀行におけるマイクロファイナンス業務を監督するようになっ

た。中央銀行がマイクロファイナンス機関への融資・監督業務を担

いながら推進するフィリピンの方法はアジア太平洋地域においては

先進的な取り組みである(Meager et al. 2006: 62) ６。 
 フィリピンのマイクロファイナンス事業の担い手には、主として

1) 貧困削減等の社会的目的を掲げるNGO、2)地域レベルでの信用

協同組合、そして 3) 営利を目的とした農村銀行等商業銀行の三者

がある。 

 フィリピンの社会運動においてNGO が重要な役割をはたし社会

に影響を与えるようになってくるのは1970年代から80年代にかけ

てのマルコス大統領の強権的な体制期からである。急進的な要求を

掲げる団体も多かったため、NGO 運動そのものが反体制政治運動

とみなされることが多くなった。それゆえ、1980年代まで政府は農

村開発に関わる小規模融資を実施する際にも草の根的な団体や

NGO と共同するのではなく、協同組合や農村銀行など農村に根づ

いた非政治的な機関と連携を取る方向を追求してきたと言える。 
 こうした歴史的経緯と 1980 年代以降のグローバル新自由主義の

潮流、そして、独裁マルコス政権を倒した国内民主化の動きととも

に再び隆盛となるNGO 活動などがあいまって、制度整備は政府、

実際の推進主体は民間という分業体制を築く条件が整っていたと言

えるだろう。 
 以上のようにフィリピンでは政府が制度整備をする中で、民間部

門、特に商業銀行が主要な役割を果たし、広く社会に普及してきた。

こうした全体状況を踏まえたうえで、次章以降、マイクロファイナ

ンスの担い手である NGO、信用協同組合、農業銀行の実態につい

て、それぞれの具体的におかれた状況とそれらが果たしている役割

について論じていきたい。 
 

３、NGOとマイクロファイナンス      
 
 マイクロファイナンス事業は草の根NGO がその実施主体である、

という通念が一般にある。間違いではない。しかし、フィリピンで

は多少事情が複雑である。 
 フィリピンではマイクロファイナンスに関わるNGO は主として

三つの形態に分けられる。第一は運営資金を外部に頼って「商業銀

行」形態へと転換するもの、第二に自己資金による「慈善財団」、さ

らに第三に外国NGOである。 
 第一に、商業銀行化する NGO についてみてみよう。NGO が非

営利活動団体として公式に認められるには証券取引委員会(SEC)に
登録する必要がある。その登録により貧困層の組織・支援等の社会

活動、団体運営、財政活動が公的に認められる。マイクロファイナ

ンスのような小口融資事業もその活動の一環とし行うことは可能で

ある。しかし、多くのNGO は自らの団体運営資金の工面にさえ苦

慮するような財政状況に置かれているところが多いため、小口であ

れ第三者に融資を行うことはさらに難しい。そこで一般市民から資

金を集めたり、預金活動を行うことを迫られる。不特定多数者から

の出資や預金を受け入れるには中央銀行からその許可を得なければ

ならない。許可が得られて初めて一般市民や住民から資金を集めた

上でのマイクロファイナンス事業が可能となるのである。この場合、

組織の形式的形態としてはNGO ではなく、中央銀行の監督を受け

る銀行同様の「金融機関」とみなされる。このように、NGO であ

りながらマイクロファイナンス分野への活動の幅を広げるために

「金融機関」へと転身する団体も少なくない。 
フィリピンを代表するマイクロファイナンス機関のひとつである

「農業農村開発センター」 (CARD: Center for Agricultural and 
Rural Development)の活動と組織的変遷はこうした事情を如実に

反映している。CARDは1986年に貧困地域の農村開発を目的とし

て15人の農村組織実践家によって設立され、のち1989年にグラミ

（342）
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至るまで情報と経験の交流、及びさらなる推進をはかる重要な機会

となっている（Microcredit Summit Campaign 2009）。 
近年、貧困層を対象とした開発手法として始まったこのマイクロ

ファイナンスは、新しい局面を迎えている。いわゆる利益目的の投

資の新たな対象としても注目を集めるようになってきたのである。

小口貸付でありながら回収率の高さからその利益性を見込み、先進

国の金融機関や投資会社が、マイクロファイナンスに関する金融商

品を開発して貧困層をビジネスにとりこむことが進行しつつある。

ドイチェ銀行は 1997 年に「ドイチェ銀行マイクロファイナンス開

発基金」を設立し、2005年には世界初のマイクロファイナンス・フ

ァンド「グローバル商業マイクロファイナンス・コンソーシア」を

売り出した。この金融商品は個人投資家のみならず機関投資家から

も顧客を獲得し、約 8,000 万ドルを集めている(Deutsche Bank 
2009:74)。世界全体ではマイクロファイナンス機関の貧困層への融

資残高は、2001年の40億ドルから2006年にはおよそ250億ドル

まで急増した。さらに今後も世界でマイクロファイナンス事業への

投資総額は拡大すると予測されている（Deutsche Bank 2007）。 
2009年、日本においても大和証券が日本初のマイクロファイナン

ス投資商品となる「国際公社マイクロファイナンス・ボンド」の販

売を開始した。投資家の投資利益実現と同時に社会貢献ができるこ

とを謳い文句に掲げている２。 
このように今やマイクロファイナンスは開発分野にとどまらず、

一般の金融業界にまで広がる勢いを見せている。貧困削減のような

社会的目的を達成するために草の根レベルから始まったマイクロフ

ァイナンスが、社会正義をも犠牲にして利潤追求するグローバル経

済の急先鋒を担ってきた金融業界と共存する実態は奇異にみえる。

マイクロファイナンスは所期目的であった貧困削減に寄与している

のだろうか。これが小稿の基本的な問題関心である。 
マイクロファイナンス事業の貧困削減効果についての評価は複雑

である。主として経済的側面と社会的側面の二点から評価されるこ

とが多い。まず経済的効果の評価基準は、マイクロファイナンスに

よって借り手の生活水準が上昇したかどうか、貧困層が貧困から脱

却できたか否かという点である。ポジティブな結果をもたらしたと

いう報告は多い。グラミーン銀行の成功例については数多の報告と

論評があるし３、それが評価された結果、グラミーン銀行及びユヌ

ス総裁に対して 2006 年ノーベル平和賞が与えられている。米国の

マイクロファイナンス機関であるアクシオン(Accion)が過去 10 年

間に494万人に123億ドルを融資したうち、894人の借り手を抽出

し、3 年間にわたる実態調査を行ったところ、彼らの所得は平均で

1か月当たり455ドル、38％増加したという。また1か月当たりの

平均利益が47％増加したことも報告されている(菅2008：52)。1990
年代から 2000 年初めにかけて刊行された大量の関連文献を、モー

ドックらがサーベイしたところに、アジア、アフリカ、ラテンアメ

リカ各地における取り組みにおいて、マイクロファイナンスが貧困

削減に貢献したという事例は枚挙にいとまない。国際援助機関の政

策的観点からの評価のみならず、NGO によって行われた借り手側

の視点からの評価によっても肯定的な結論が導かれている(Mordo
ck et al. 2002)。  
一方で社会的効果については、女性を始めとする社会的に周縁化

され排除された人々が、自助努力を通じて人間としての尊厳

(dignity)を獲得してゆくエンパワーメント・プロセスに注目をする。

マイクロファイナンスはそれまで通常の金融サービスから排除され

ていた貧困層が、自助意欲を高めたり、新たな社会関係を構築する

といった効果をもたらしている。また、所得向上によって金銭面で

余裕ができたことに加えて、マイクロファイナンス機関からの助言

も得て、教育への意識が高まり子どもの就学率が上がるなど、生活

態度における効果も報告されている(岡本他1999：52-53)。 
ところで、小稿が焦点を当てて論じるフィリピンはマイクロファ

イナンス分野において、先進的実績を誇る国の一つである。世界の

主要なマイクロファイナンス機関の財務パフォーマンスを公開する

国際ネットワーク「Mix Market」の2008年報告によると、世界で

は約9,900万人の借り手が存在し、そのうち約7,100万人がアジア

太平洋地域の人々によって占められている。主としてインド、バン

グラデシュなどの南アジア諸国が占める(MIX 2008)。フィリピンの

借り手実数は約200万人であり、アジアではバングラデシュ、イン

ド、ベトナム、インドネシアに次いで5番目に多い(MIX 2009: 2)。
対人口比率で比較すると、フィリピンでの普及率は、バングラデシ

ュ、ベトナムに次いで3番目となる。さらに近年急速に借り手の数

が急増しており、2006 年から 2007 年にかけて 36％の伸びがあっ

た(MIX 2009: 4)。このようにフィリピンは世界でも有数のマイクロ

ファイナンス実践国であると指摘できる。 
こうした普及率の高さは、単に草の根NGO の地道な活動による

ものだけではない。重要な推進役は民間商業金融機関である。フィ

リピンのマイクロファイナンスが商業化していること、つまり商業

金融資本が重要な担い手になっていることについては既に指摘があ

る（Charitonenko 2003）。こうしたフィリピンの現状は、先に提示

した疑問を再度喚起させる。つまりマイクロファイナンスが貧困削

減の有効な手段として機能しているのか否かという点である。実際、

MIXの報告によれば、フィリピンの貧困層へのマイクロファイナン

スの普及率は６％と非常に低い４。 
小稿ではフィリピンでのこうした状況がどのような政策的、歴史

的背景をもって展開し、さらに具体的にいかなる主体がマイクロフ

ァイナンス事業に関わってきたのかについてを検討する。その上で

貧困政策としてのマイクロファイナンスの実態についても考察を加

える。まず、商業化を促進した政府のマイクロファイナンスに関す

る政策を検討し、次にマイクロファイナンスの主要な担い手として、

NGO、協同組合、さらに農業銀行の 3 主体をとりあげ、フィリピ

ンにおけるマイクロファイナンスの実態について検討してゆく。 
 

２、政府の推進政策 
 
 2010 年 3 月、フィリピンは英国『エコノミスト』誌情報部EIU
によってマイクロファイナンスに関する制度環境の最も整備された

国であると評価された。利益追求を前提としたマイクロファイナン

ス・ビジネス環境としてもペルー、ボリビアに次いで第３位という

高い評価を得ている５。 
 こうした環境はフィリピン政府が特に 90 年代以降推進してきた

制度整備によってもたらされたところが大きい。1992年に政権につ

いたフィデル・ラモス大統領の時期におおよその政策が提示されて

いる。任期 6 年間の基本方針を描いた『フィリピン中期開発計画
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1992-98』ではグローバル競争力の涵養と人間（人材）開発を政権

の2つの柱に掲げた。いずれも世界的な新自由主義の流れに沿って、

市場原理を基本に据えた具体的政策として進められることとなった。

ここでは直接マイクロファイナンスについて言及がなされていない

ものの、「金融の自由化」が政策の重要項目として挙げられた。この

ことが、その後マイクロファイナンスが金融事業の一角を担う道を

拓いたという点で意義は小さくない。 
 マイクロファイナンスに関する政府政策は 1994 年通達第 86 号

(AO No.86)によって設置された国家信用評議会(NCC: National 
Credit Council)が中心となって進められた。設立当初、政府系金融

機関フィリピン土地銀行(LBP: Land Bank of the Philippines)の下

にあったNCCは、1996年に財務省(Department of Finance)の管

理下に置かれる。翌年から2年間、米国国際開発庁USAIDの援助

をうけた「信用政策改善プログラム」が NCC の下で執行され、そ

の成果として「マイクロファイナンス国家戦略」が起草された。そ

こでは 2005 年までに貧困層および小規模事業者の過半数にマイク

ロファイナンスを提供することが目標に掲げられた。そしてその目

標は、「自由市場原理の機能する経済環境の中で達せられる。ここで

は民間部門が主導的役割を果たし、政府は市場が効率的に機能し民

間部門が参入しやすい環境を整える役割を果たす」こととされた

(NCC 1998)。 
1998年に施行された社会改革貧困削減法（共和国法第8425号）

によって、マイクロファイナンスは法的にも政府の公式政策として

位置づけられると同時に、「マイクロファイナス国家戦略」によって

打ち出された民間主導という路線が決定づけられた。共和国法第

8425号では、マイクロファイナンス分野における市場原理の徹底を

はかり、民間機関にその推進を委ねること、政府は貧困者への信用

供与には直接かかわらないことが再確認された。さらに 1999 年、

行政命令第138号(EO No.138)は政府が直接マイクロファイナスに

対して融資を行わないこと、政府系金融機関に業務を移管すること

が取り決められている。 
 一方、マイクロファイナンスの普及に関連しては、1995年政府の

出資により「民衆信用融資会社」(PCFC: People’s Credit and 
Finance Corporation)が設立され、外国援助を得ながら、マイクロ

ファイナンス機関に資金提供をしていった。実際に借り手に対して

直接少額融資を行う事業は民間にゆだねられていった。こうして、

制度整備は政府、実施は民間という分業構造が 1990 年代に出来上

がってゆく。  
 民間部門主導の実施体制を実際に促進したのはフィリピン中央銀

行(BSP: Banko Sentral ng Pilipinas)である。2000年の改正銀行法

によってマイクロファイナンスが正式な金融業務として認められ、

同時にフィリピン中央銀行が農村銀行（第 5 章で詳述）、その他の

商業銀行におけるマイクロファイナンス業務を監督するようになっ

た。中央銀行がマイクロファイナンス機関への融資・監督業務を担

いながら推進するフィリピンの方法はアジア太平洋地域においては

先進的な取り組みである(Meager et al. 2006: 62) ６。 
 フィリピンのマイクロファイナンス事業の担い手には、主として

1) 貧困削減等の社会的目的を掲げるNGO、2)地域レベルでの信用

協同組合、そして 3) 営利を目的とした農村銀行等商業銀行の三者

がある。 

 フィリピンの社会運動においてNGO が重要な役割をはたし社会

に影響を与えるようになってくるのは1970年代から80年代にかけ

てのマルコス大統領の強権的な体制期からである。急進的な要求を

掲げる団体も多かったため、NGO 運動そのものが反体制政治運動

とみなされることが多くなった。それゆえ、1980年代まで政府は農

村開発に関わる小規模融資を実施する際にも草の根的な団体や

NGO と共同するのではなく、協同組合や農村銀行など農村に根づ

いた非政治的な機関と連携を取る方向を追求してきたと言える。 
 こうした歴史的経緯と 1980 年代以降のグローバル新自由主義の

潮流、そして、独裁マルコス政権を倒した国内民主化の動きととも

に再び隆盛となるNGO 活動などがあいまって、制度整備は政府、

実際の推進主体は民間という分業体制を築く条件が整っていたと言

えるだろう。 
 以上のようにフィリピンでは政府が制度整備をする中で、民間部

門、特に商業銀行が主要な役割を果たし、広く社会に普及してきた。

こうした全体状況を踏まえたうえで、次章以降、マイクロファイナ

ンスの担い手である NGO、信用協同組合、農業銀行の実態につい

て、それぞれの具体的におかれた状況とそれらが果たしている役割

について論じていきたい。 
 

３、NGOとマイクロファイナンス      
 
 マイクロファイナンス事業は草の根NGO がその実施主体である、

という通念が一般にある。間違いではない。しかし、フィリピンで

は多少事情が複雑である。 
 フィリピンではマイクロファイナンスに関わるNGO は主として

三つの形態に分けられる。第一は運営資金を外部に頼って「商業銀

行」形態へと転換するもの、第二に自己資金による「慈善財団」、さ

らに第三に外国NGOである。 
 第一に、商業銀行化する NGO についてみてみよう。NGO が非

営利活動団体として公式に認められるには証券取引委員会(SEC)に
登録する必要がある。その登録により貧困層の組織・支援等の社会

活動、団体運営、財政活動が公的に認められる。マイクロファイナ

ンスのような小口融資事業もその活動の一環とし行うことは可能で

ある。しかし、多くのNGO は自らの団体運営資金の工面にさえ苦

慮するような財政状況に置かれているところが多いため、小口であ

れ第三者に融資を行うことはさらに難しい。そこで一般市民から資

金を集めたり、預金活動を行うことを迫られる。不特定多数者から

の出資や預金を受け入れるには中央銀行からその許可を得なければ

ならない。許可が得られて初めて一般市民や住民から資金を集めた

上でのマイクロファイナンス事業が可能となるのである。この場合、

組織の形式的形態としてはNGO ではなく、中央銀行の監督を受け

る銀行同様の「金融機関」とみなされる。このように、NGO であ

りながらマイクロファイナンス分野への活動の幅を広げるために

「金融機関」へと転身する団体も少なくない。 
フィリピンを代表するマイクロファイナンス機関のひとつである

「農業農村開発センター」 (CARD: Center for Agricultural and 
Rural Development)の活動と組織的変遷はこうした事情を如実に

反映している。CARDは1986年に貧困地域の農村開発を目的とし

て15人の農村組織実践家によって設立され、のち1989年にグラミ

（343）
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ーン銀行方式のマイクロファイナンスに乗り出した。1997年にはフ

ィリピン中央銀行から「農村銀行」としての許可を取得し、「CARD 
銀行」を設立して、一般市場から資金を募るとともに本格的なマイ

クロファイナンス事業に乗り出し現在に至っている。もともと非営

利NGO として出発しながら、マイクロファイナンス事業の本格的

展開のために商業金融機能を拡大していった例である７。2010 年 1
月時点でクライアント39万8,213人、貸付け総額135万5千ペソ、

返済率99.56％という実績を誇る８。路上物売り、農業、家畜のため

の貸付けでは、5,000 ペソの融資額に対し、6 ヶ月15％の利子を課

し、週単位での返済を基本とする。 
CARD 銀行は規模の点でも実績の点においてもフィリピンを代

表するマイクロファイナンス機関に成長し、2008年には顕著な社会

的貢献活動を行った者（団体）に贈られる「マグサイサイ賞」を受

賞している。今ではCARD銀行は日本政府はじめ各国がODAその

他の資金を提供する対象となっている。しかし、CARD銀行は海外

資金を得ながらも経営方針として海外ドナーへの依存体質を作らな

いという慎重な姿勢を取っている。こうした明確な運営方針をもっ

て取り組んできたことが事業を持続・拡大してきた背景にあるとも

いえる。  
 第二は「慈善財団」型NGO である。一般市民からの資金調達に

頼らず、自己資金に基づいて事業展開するNGO である。比較的広

範な地域にわたって実績を挙げているマイクロファイナンス NGO
の中で、カトリック系団体が多いのはこうしたことと関連している。

カトリック系団体は教会あるいは宗教行為を通じて得られる潤沢な

資金をマイクロファイナンス活動に利用できるからである。フィリ

ピンを代表する比較的大きなマイクロファイナンス NGO である

「進歩への懸け橋」 (TSKI: Taytay sa Kauswagan Inc.)や「コミュ

ニ テ ィ 変 革 セ ン タ ー 」 (CCT: Center for Community 
Transformation) 、「 生 活 向 上 の た め の パ ー ト ナ ー 」 
(KMBI :Kabalikad para sa Maunlad ng Buhay)などもカトリック

系である。カトリックが広く信仰されているフィリピンにおいて、

宗教的教えとマイクロファイナンスによる生活向上を結びつけた活

動が受け入れられる土壌があることも広範な活動を展開している背

景にあると言える。 
 宗教とは直接関係を持たない財団の活動も少なくない。企業や資

産家の社会活動の一環として行われるものである。例えば「セブ小

規模事業開発財団」 (CMEDFI:  Cebu Micro-Enterprise 
Development Foundation, Inc.）である。セブ地域に拠点を置くラ

ーモン・アボイティス(Ramon Aboitiz)財団がマイクロファイナンス

部門として 1998 年に創設し、現在ではセブ島、ボホール島、レイ

テ島などのビサヤス地方の中小企業・事業を支援する。女性を融資

対象としており、その数は7,219人になる。最小3,000ペソの貸付

に対し、6ヶ月で20％の利子を課し、週単位での返済を求める。こ

のように企業や有力財界人が財団を設立したり寄付行為を行い、マ

イクロファイナンスを推進する事例が特に近年になって急増してい

る。 
こうした流れを汲む形で元大統領コラソン・アキノ氏が呼び掛け

て「フィリピン・マイクロファイナンス事業財団」が 2006 年に設

立された。有力財界人から総額約 2,000 万ペソを集めている。「社

会進歩のためのフィリピン財界」PBSP創設者のひとりでもあるワ

シントン・シシップ氏、最大電力会社Meralcoのオスカー・ロペス

氏はそれぞれ 500 万ペソ、有力財閥のアヤラ氏、質業 pawnshop
の大手タンブーティン氏らも高額出資者として名を連ねている９。

このように経済界や財団の社会貢献活動、慈善活動の一環としても

マイクロファイナンスは注目されている。 
 第三は外国NGO の現地支部として活動を展開する形態である。

例えば、カザマ・グラミーンKazama Grameenはアイルランドに

本拠を持つミッション系の開発協力団体「アイルランド・ミッショ

ン資源事業」mesean caraが設立した団体である。アイルランド政

府からの援助も受け800万ユーロ規模の財源（2007年）を背景に、

約 50 カ国で教育、医療保健等多岐にわたる分野で貧困者支援事業

を展開している。フィリピンでは、バタアン州、パンガシナン州な

ど中部ルソン地域でのマイクロファイナンス事業に携わっている。

こうした外国NGO の場合、潤沢な資金を背景に活動を展開するこ

とのほか、国境を越えた統一モデルを導入することに特徴がある。 
 以上のようにいくつかに類型化されるNGO が借り手に直接融資

をすることもあれば、その傘下に住民自身によって構成される地域

レベルの民衆組織(PO) １０を組織することも多い。POがNGOの助

言を得ながら直接貧困者に対する貸出し業務、事業アドバイス、資

金回収作業を行う。NGOの場合、融資事業を通じて、「エンパワー

メント」、「自立」、「コミュニティー開発」などの経済面以外の明確

な社会的理念や目的を掲げることが多いため、PO に対してそうし

た観点からの指導も同時に与えられる。 
 マイクロファイナンスの実務や運営に関する技術的ノウハウ供与

や、理念の実践上の助言、コンサルタントを専門とするNGO も重

要な役割を担う。例えば、「民衆の芽財団」Punla sa Tao Foundation
（以下「プンラ」と略す）はその代表であろう。プンラはもともと

政府がマイクロファイナンスを推進するためにキャパシティー・ビ

ルディング（能力開発）の一環として創設した機関である。その後、

1996年に政府から独立し現在はNGOとして活動を展開している。

資金的にはマイクロファイナンス政府系機関「民衆信用融資公社」

PCFCなどから援助を受けている。プンラ自体は直接貧困層やマイ

クロファイナンス機関に融資をすることはなく、マイクロファイナ

ンスを行う NGO や PO、金融機関に対して、セミナーを実施した

り、ノウハウ指導をすることが事業である。セミナー料金は、例え

ば３日間コースで100米ドルというようにフィリピンの物価からす

れば非常に高額であるため、クライアントは主として一定以上の財

力のある大きな NGO や企業であると考えられる。国際労働機関

ILOなどの国際機関のほか米系大手銀行シティ・グループなど民間

大手企業との提携プログラムももち、必ずしも地域草の根の小規模

NGO や PO のみに焦点を当てて活動しているわけではない。シテ

ィ・バンクとは、大手商業銀行の手法をマイクロファイナンスにも

反映させる共同プログラムにも取り組んでいる１１。 
 以上のようにNGO はさまざまな形態をとりながら、マイクロフ

ァイナンス分野での活動を広げつつある。マイクロファイナンスは

社会活動であるとはいえ、融資を行う金融事業でもあるため、組織

として商業銀行との境界線が比較的曖昧になりつつある。こうして

従来、営利活動とは遠く離れた領域で展開してきたNGO 活動も、

市場アクターの一員として新たな役割を担いつつあるといえるだろ

う。 

（344）



− 110 − − 111 −- 4 - 

ーン銀行方式のマイクロファイナンスに乗り出した。1997年にはフ

ィリピン中央銀行から「農村銀行」としての許可を取得し、「CARD 
銀行」を設立して、一般市場から資金を募るとともに本格的なマイ

クロファイナンス事業に乗り出し現在に至っている。もともと非営

利NGO として出発しながら、マイクロファイナンス事業の本格的

展開のために商業金融機能を拡大していった例である７。2010 年 1
月時点でクライアント39万8,213人、貸付け総額135万5千ペソ、

返済率99.56％という実績を誇る８。路上物売り、農業、家畜のため

の貸付けでは、5,000 ペソの融資額に対し、6 ヶ月15％の利子を課

し、週単位での返済を基本とする。 
CARD 銀行は規模の点でも実績の点においてもフィリピンを代

表するマイクロファイナンス機関に成長し、2008年には顕著な社会

的貢献活動を行った者（団体）に贈られる「マグサイサイ賞」を受

賞している。今ではCARD銀行は日本政府はじめ各国がODAその

他の資金を提供する対象となっている。しかし、CARD銀行は海外

資金を得ながらも経営方針として海外ドナーへの依存体質を作らな

いという慎重な姿勢を取っている。こうした明確な運営方針をもっ

て取り組んできたことが事業を持続・拡大してきた背景にあるとも

いえる。  
 第二は「慈善財団」型NGO である。一般市民からの資金調達に

頼らず、自己資金に基づいて事業展開するNGO である。比較的広

範な地域にわたって実績を挙げているマイクロファイナンス NGO
の中で、カトリック系団体が多いのはこうしたことと関連している。

カトリック系団体は教会あるいは宗教行為を通じて得られる潤沢な

資金をマイクロファイナンス活動に利用できるからである。フィリ

ピンを代表する比較的大きなマイクロファイナンス NGO である

「進歩への懸け橋」 (TSKI: Taytay sa Kauswagan Inc.)や「コミュ

ニ テ ィ 変 革 セ ン タ ー 」 (CCT: Center for Community 
Transformation) 、「 生 活 向 上 の た め の パ ー ト ナ ー 」 
(KMBI :Kabalikad para sa Maunlad ng Buhay)などもカトリック

系である。カトリックが広く信仰されているフィリピンにおいて、

宗教的教えとマイクロファイナンスによる生活向上を結びつけた活

動が受け入れられる土壌があることも広範な活動を展開している背

景にあると言える。 
 宗教とは直接関係を持たない財団の活動も少なくない。企業や資

産家の社会活動の一環として行われるものである。例えば「セブ小

規模事業開発財団」 (CMEDFI:  Cebu Micro-Enterprise 
Development Foundation, Inc.）である。セブ地域に拠点を置くラ

ーモン・アボイティス(Ramon Aboitiz)財団がマイクロファイナンス

部門として 1998 年に創設し、現在ではセブ島、ボホール島、レイ

テ島などのビサヤス地方の中小企業・事業を支援する。女性を融資

対象としており、その数は7,219人になる。最小3,000ペソの貸付

に対し、6ヶ月で20％の利子を課し、週単位での返済を求める。こ

のように企業や有力財界人が財団を設立したり寄付行為を行い、マ

イクロファイナンスを推進する事例が特に近年になって急増してい

る。 
こうした流れを汲む形で元大統領コラソン・アキノ氏が呼び掛け

て「フィリピン・マイクロファイナンス事業財団」が 2006 年に設

立された。有力財界人から総額約 2,000 万ペソを集めている。「社

会進歩のためのフィリピン財界」PBSP創設者のひとりでもあるワ

シントン・シシップ氏、最大電力会社Meralcoのオスカー・ロペス

氏はそれぞれ 500 万ペソ、有力財閥のアヤラ氏、質業 pawnshop
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金回収作業を行う。NGOの場合、融資事業を通じて、「エンパワー
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な社会的理念や目的を掲げることが多いため、PO に対してそうし

た観点からの指導も同時に与えられる。 
 マイクロファイナンスの実務や運営に関する技術的ノウハウ供与
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政府がマイクロファイナンスを推進するためにキャパシティー・ビ

ルディング（能力開発）の一環として創設した機関である。その後、

1996年に政府から独立し現在はNGOとして活動を展開している。

資金的にはマイクロファイナンス政府系機関「民衆信用融資公社」

PCFCなどから援助を受けている。プンラ自体は直接貧困層やマイ

クロファイナンス機関に融資をすることはなく、マイクロファイナ

ンスを行う NGO や PO、金融機関に対して、セミナーを実施した

り、ノウハウ指導をすることが事業である。セミナー料金は、例え

ば３日間コースで100米ドルというようにフィリピンの物価からす

れば非常に高額であるため、クライアントは主として一定以上の財

力のある大きな NGO や企業であると考えられる。国際労働機関

ILOなどの国際機関のほか米系大手銀行シティ・グループなど民間

大手企業との提携プログラムももち、必ずしも地域草の根の小規模

NGO や PO のみに焦点を当てて活動しているわけではない。シテ

ィ・バンクとは、大手商業銀行の手法をマイクロファイナンスにも

反映させる共同プログラムにも取り組んでいる１１。 
 以上のようにNGO はさまざまな形態をとりながら、マイクロフ

ァイナンス分野での活動を広げつつある。マイクロファイナンスは

社会活動であるとはいえ、融資を行う金融事業でもあるため、組織

として商業銀行との境界線が比較的曖昧になりつつある。こうして

従来、営利活動とは遠く離れた領域で展開してきたNGO 活動も、

市場アクターの一員として新たな役割を担いつつあるといえるだろ

う。 
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４、協同組合とマイクロファイナンス  
 

協同組合Cooperativeがマイクロファイナンスの重要な担い手と

なりつつあることもフィリピンの一つの特徴である。 

協同組合は、1990年「協同組合開発法」（共和国法第6939号）

によって新設された協同組合開発庁(CDA)の下に登録されることと

なった。それまで長い歴史を持つ協同組合の実態は、国の管理体制

が複雑であり半ば混乱した状態に置かれていた。それを整理したの

が共和国法6939号である。その後さらに協同組合のより広範な融資

活動、生産活動を促進するために2008年に協同組合開発法は改定さ

れるにいたった（共和国法第9520号）。 

協同組合の量的実態は協同組合開発庁の統計的把握が必ずしも正

確でないため、いくつかの情報から憶測するしかない。2009年11

月時点で協同組合開発庁に登録された協同組合は2,992団体であり、

組合員数245万人を数え、その総資産は722億ペソにのぼる。国家

貧困削減委員会NAPCのマイクロファイナンス部門に登録された団

体にもNGOと並んで多くの協同組合が名を連ねている。例えば中部

ルソン地域のヌエバ・エシハ州では80の登録マイクロファイナンス

機関のうち10が協同組合となっている。 

 ここで注意を要するのはフィリピンにおいて協同組合はNGOとは

明確に区別されていることである。自主意思に基づいた参加者によ

って構成され、組合員の福利厚生、経済活動、社会活動を増進する

という点で、活動におけるNGOとの本質的な違いは見出しにくい。

また不特定多数を対象とした預貯金事業が許されていない点でも

NGOと異なるところはない。 

しかし、組合員から出資を募ることができること、さらに組合員

間における預貯金、貸付行為が許されている点においてNGOとは異

なる。法規定上は経済行為のみならず、社会的目的、政策的目的の

活動まで協同組合事業として認められているのに対して、実体はほ

とんどが経済事業支援、生活向上、消費目的などの経済活動、経営

事業活動が中心となっており、いわば企業に近い存在となりつつあ

る１２。 

 フィリピンで協同組合がNGOと共存する形で発展し、またマイク

ロファイナンス事業においても大きな位置を占めている背景には歴

史的な経緯がある。スペイン植民統治末期にフィリピン人知識階級

がヨーロッパから協同組合思想を持ち込み、19世紀末には実際に実

践をするケースがあった。アジアでは比較的早い取り組みであった
１３。戦後は、政府の農村開発政策の一環として協同組合形式に則っ

た融資が行われた。1952年共和国法第821号によって、農業金融を

促進する協同組合が推奨されることとなった１４。小農への融資、農

業振興、秩序ある農業市場の創出を目的に謳っている。当時盛んで

あった農村部での反体制武力闘争(Huk Barahap)への政治的懐柔策と

しても位置づけられた。マルコス政権期（1965- 86）には、農業政

策促進と農民の政治的な掌握のため政府が出資する形で多くの農村

協同組合が作られた。農村部に基盤を持つ伝統的政敵エリート層へ

の対抗として農村を国家に取り込むことと、高収量品種普及によっ

て食糧自給目標を達成することが目的であった。しかし、政府は農

民に対して資金返済を徹底して迫らず、多くが「貸し倒れ」に終わ

った。実質的には返済不要の「補助金」的な性格のものであった。

このように政府融資・政策の運営や資金回収行政が杜撰であったた

め、協同組合で自律的組織として継続的に活動を維持したケースは

少ない。マルコス独裁政権が倒され「民主化」されたのち、1989年

にフィリピン協同組合法が制定され再出発することとなった。民主

化の機運にも乗じて、NGO同様に多くの協同組合が設立され、米国

国際開発庁など外国からの援助も流入するようになった。 

さらに協同組合開発法により、信用組合(credit cooperative)の設

置が認められ、出資を募りながら組合員の経済生活・福利厚生の充

実をはかることができるようになった(Meager 2006: 58)。 
 農業に活動基盤を置く「ヌエバ・エシハ自然農法協同組合」

(KOOL-NE: Kooperatibang Likas ng Nueva Ecija)のマイクロファイ

ナンスは、過去の失敗に鑑み、さらに現在の課題を克服しようとす

る協同組合である。KOOL-NEは「緑の革命」による化学肥料施肥、

新農法の適用が惹き起した土壌汚染、生産経費の上昇、さらには政

府の対農民融資制度の失敗、といったネガティブな側面を克服する

ため2002年に設立された。長い歴史を持つ「持続可能な農業」をめ

ざす運動の流れを汲んだ取り組みでもある１５。15人の組合員から始

まり、2006年時点では153人にまで拡大した。特に「稲作融資」プ

ログラムCPLは農民にとって重要な役割を果たす。組合員はひとり
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に、1ヘクタールあたり12,000から15,000ペソの融資を受け、収
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格、あるいはそれにプレミアムを上乗せした価格でKoon-NEが買い

取り、借り手はその販売収入で清算する形をとる。これらの措置は、
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ターが4つ存在する。そのうち最も組織数の多い「全国協同組合連

盟」(NATCCO: National Confederation of Cooperatives）の取り
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ター化をはかった。現在ではいくつかの協同組合地域連合と327の

個別協同組合、総組合員数120万人を組織し、純資産は8億350万

ペソにまでのぼる１６。 

 NATCCOは2006年より「協同組合革新マイクロファイナンス」

(Microfinance Innovation in Cooperatives)、通称MICOOP「ミー

コープ」を展開している。NATCCOが研修、指導および資金供与を行

い、個別協同組合が実施・運営をする。 

 このMICOOPの最も特徴的な点は、利息の低さである。一般的なマ

イクロファイナンスの場合、返済滞納のリスクを補うために比較的

高い利息を設定している。対してMICOOPの場合は年利率６パーセン

トと非常に低く抑えられている。この低利率を可能にしている要因

を２つ指摘することができる。まず、貸し出し対象の限定である。

MICOOPは貸し出す人数をある程度絞り、一人当たり融資額を多くす

る。これによって、マイクロファイナンス事業で最も大きなコスト

要因である頻繁な戸別訪問回収にかかる費用を大幅に減らすことが

できる。もう一つが、借り手資格の厳格化である。MICOOPはその対

象を協同組合に出資している一般組合員（Regular）と一定金額以上

の貯蓄・収入をしている賛助組合員（Associate）に限っている。つ

まりより多くの資産を持ち返済能力の高い組合員に限定して滞納リ

スクを減じていることも、利率引き下げの要因になっていると言え

るだろう。 

 低利息が大きな効果をもたらしたのか、MICOOP事業の規模は急速

に拡大している。MICOOPが導入された2006年からわずか１年で、

NATCCO全体の貸し出し額は２倍以上に増加した。2008年時点で5

億750万ペソ、借り手数10万1千人を抱えるまでに急速な伸びを示

している１７。2009年には64の協同組合がこの事業に関わっている。

NATCCOは今後も、MICOOP事業をより大規模に事業展開する方針を打

ち出している１８。 

 
５．農村銀行とマイクロファイナンス 
 
 フィリピンでは 1990 年代以降マイクロファイナンスの重要な担

い手として農村銀行Rural Bankが登場してきた。農村銀行とは、

村落、地域といった一定の限定された地理的範囲に住む顧客を前提

として、預金・貸付サービス等を行う営利目的の商業銀行である１９。 
 長らく第一次産業が経済の根幹を占め、農村人口が全体の過半を

占めてきたフィリピンにおいて、農村銀行は数の上でも質の上でも

大きな役割を果たしてきた。統計によると 2009 年 9 月末時点で中

央銀行の管轄下にある全金融機関は約 22,900 機関である。そのう

ち約 3 分の 2 に相当する 14,900 機関を、庶民の財布代わりの役割

を果たす「質屋」pawnshop（ノンバンク）が占める。銀行金融機

関としては農村銀行の2,030機関がユニバーサル銀行4,444機関に

ついで多い２０。つまり、数の上では商業銀行のうち約3分の1を農

業銀行が占めていることになる。 
 そもそも農村銀行は、農村開発の一環として小農、小売、農業協

同組合などへの融資を行うために 1952 年から各地域で開設が始ま

った。資本の半分は政府が出資し、残りの半分は設立者（経営者）

が出資した。フィリピン中央銀行が政府資金を支給する窓口となり

同時に農村銀行の監督機関となった。政府資金の多くは米国からの

援助が充てられた(Wolters 1984: 60)。商業目的の民間銀行とはいえ、

政府政策、とくに農業政策、緑の革命、米自給政策などに関わる農

民への融資の窓口として重要な役割を果たしてきた。それだけに地

域や住民に密着した金融活動を伝統的に展開してきたと言える。 
農村金融とは言っても、政府資金の融資窓口の役割を果たすほか、

精米所や町工場、農業機械の購入などへの融資も行っているが、一

方、小農民に対して小口融資を行っているところは実際には多くは

なかった。ところが近年になってマイクロファイナンス事業の一角

を担う機関として注目されるようになり、年々その数は増えつつあ

る。2009年9月時点で162機関が中央銀行に登録され、56万7千

人への融資を行っている(BSP 2009:11)。 
 農村銀行は従来、どちらかといえば、不透明経営、不正経理など

ネガティブな側面がしばしば指摘されていた。政府資金を投入して

いるものの、ファミリービジネスとして不健全経営が指摘されるこ

とも少なくなかった。設立者（経営者）がその地域の有力者、経済

富裕者であるケースが多く、役員ポストも家族親族が多くを占める。

不健全経営の実態は、例えば1986 年当時あった農村銀行856 行の

うち 82 パーセントが中央銀行に対する返済を滞納していた事実か

らも明らかであろう。農村銀行は総じて、経営の観点からも、農村

開発という観点からも、当初の理念とはかけ離れた現実を抱えてい

た２１。農村銀行は農業農村開発を推進する役割を果たすどころか、

「緑の革命」に伴う農民へのばらまき融資など政府の失策のために

弱体化し、80年代の金融改革の一環として政府の救済措置を仰がざ

るを得ないほどになった。 
 こうした状況が大きく変わり始めたのは 1990 年代以降である。

80年代から取り組まれ始めた金融改革により、吸収・合併などを通

じて銀行の再編が進んだ。1990年代にはフィリピン経済の安定と成

長により、農村部にも市場原理が広く浸透しつつあった。さらにラ

モス政権以降、政府の貧困対策の一環としてマイクロファイナンス

が位置づけられ、農村銀行もその担い手の一つとして取り上げられ

ることとなったのである。従来からフィリピン国内でも低開発地域

において、農村銀行が一定の役割を果たしていたことに加え、マイ

クロファイナンス事業が展開するに及んでその影響力はますます高

まってきた（Crouzille 2005:11）。 
米国国際開発庁 USAID が 1998 年に始めた「マイクロ事業金融

アクセス」(MABS: Microenterprise Access to Banking Services)
は低所得者層のマイクロ事業に対する融資を広げることを目的とし

たプログラムである。その際、直接借り手に融資を行う機関として

「農村銀行」を選び、「フィリピン農村銀行協会」(RBAP)と共同で

プログラムを推進してきている。USAID はパートナーとして農村

銀行を選定した理由を以下のように挙げている。農村銀行が既に

MABSのターゲットとする中低所得者層と全国規模で広範囲にわた

り貸借関係を結んでいること、農村銀行は経営規模が比較的小さい

ため迅速な決定を下しうることのほか、農村銀行の経営コストが低

いことからマイクロファイナンスを通じより収益を上げる可能が高

いこと、金融自由化により大手商業銀行が一般市場シェアを広げる

中、マイクロファイナンス分野に農村銀行の新たな市場開拓の可能

性が広がっていることなどを挙げている。地域に根づいた機関とい

う点に注目しているのみならず、経営体である農村銀行にとっての

収益性を強調している点が特徴的である。単なる低所得者層の「救済」

「支援」ではな 「、く 利益」につながるという発想がここでは鮮明に打
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ち出されている。 
さらにアジア開発銀行がフィリピンにグラミーン銀行方式のマイ

クロファイナスを普及するプロジェクトを 1997 年に始めた際、貧

困層への融資窓口として農村銀行を活用することを位置づけている

(Maekawa 2010)。 
こうして、農村銀行がマイクロファイナンス市場全体の約 40 パ

ーセントのシェアを占めるまでに至っている２２。とはいえ、個々の

農村銀行の対応は多様である。ひとつは従来型の農村銀行経営に新

しくマイクロファイナンスを加える対応である。例えばバタンガス

(Batangas)州を中心に操業する「民衆銀行」(Banko Kabayan)はマ

イクロファイナンスを社会事業として位置づけて取り組む。銀行自

体は 1957 年設立という長い歴史を持つ。マイクロファイナンスに

は 1997 年のアジア経済危機による影響が顕著になり始めたことを

契機として取り組み始めた。しかも本体業務とは切り離して財団

(IRB Foundation)をつくって取り組んでいる。営利活動とは一線を

画して取り組む例である。それに対して、ヌエバ・エシハ州を中心

に展開する「新サン・レオナルド農村銀行」は 1994 年設立時から

マイクロファイナンスを主要な事業として手掛けている。2007年に

至るまで、貸付額の年平均伸び率は27％、総資産3億7,200万ペソ

の規模にまでなっている。総資産年平均増加率 27％、2007 年純利

益は前年比 20％増という驚異的な成長率を誇っている（NSLRB 
2007）。 
 さらに大手商業銀行が農村銀行を買収する形でマイクロファイナ

ンス事業が展開される例もある。例えばリサール商業銀行(RCBC)
は 2009 年に、バタンガス州周辺に操業する JPLaurel 銀行を買収

し、小規模融資、小規模保険を中心とするマイクロファイナンス・

プログラム「PITAKA」２３を展開している。マニラ首都圏に南接す

る地域の今後の更なる経済発展を見込んで、他に先駆けて中低所得

者層をクライアントとして取り込むことを狙いとしたものである

２４。 
 これら多くの農村銀行の例に共通するのは経営上のメリット、つ

まり利益が見込めるということを前提にマイクロファイナンスに乗

り出しているという点である。農村銀行のこうした動向は市場化の

流れに沿ったフィリピンのマイクロファイナンスの実態を最も如実

に反映していると言えるだろう。 
 
６．貧困対策としてのマイクロファイナンス 
 
 これまでフィリピンにおけるマイクロファイナンス普及の実態を

その担い手に注目してみてきた。全体的特徴としては市場化の傾向

を反映して営利や経営的観点を前提とした商業的性格を色濃く反映

する形で広まってきたと言える。 
 問題は、こうした実態がマイクロファイナンスの出発点であった

貧困削減、貧困層の生活支援という目的にどれほど貢献しているの

かという点にある。 
 途上国におけるマイクロファイナンスの実績評価は現時点でさほ

ど確定しているわけではない。例えば、チョードリーは政府の社会

政策が十分機能していないところでは貧困者のセーフティ・ネット

としての役割を果たすこと、借り手のエンパワーメントに貢献する

こと、農村部の高利貸等のインフォーマル金融を駆逐できることな

どの肯定的な効果を認める。しかし、その一方でほとんどの借り手

は最貧困層とは言えず土地などの資産や事業経営能力を既に有する

者で占められ、そうした条件を持ち合わせない最下層の人々が排除

されているとも指摘する(Chaudhury 2009: 8-9)。ワイスらの研究に

よっても、バングラデシュのグラミーン銀行、インドネシアのラキ

ヤット銀行(BRI)の借り手の所得が10－30％が向上し家計消費の伸

びにつながったことを認めつつ、その内訳の多くは貧困層ではない

としている(Weiss et at. 2003: 10-11)。調査対象地域や調査集団の選

定におけるバイアスなどに、結果は大きく左右される。ネガティブ

な結果がもたらされた事例もある。融資資金が生産活動に必ずしも

使われていない例（ベトナム）や、貧困率の低下にはほとんど寄与

していない例（インド）なども紹介し、少なくともマイクロファイ

ナンスは最貧困層救済の万能薬ではないと結論している(Weiss 
2003: 16)。 
 ではフィリピンの状況はどうであろうか。マイクロファイナンス

の成功譚は、どの実施団体においても事欠かない。例えばTSKIの
Erinda Bunga氏は以前化粧品の販売員をしたりサリサリ・ストア

（食料雑貨個人店）を経営していたが、2008年にマイクロファイナ

ンスとして 7,000 ペソを借りて雑貨販売を拡大したことに加えて、

養豚事業を始め収入をあげた。その間、経営ノウハウなどに関する

研修も受け事業成功につなげている(TSKI 2008)。パラワン州の農

民Fredotres Panyo氏は2007年にECLOFのマイクロファイナン

ス「農業資金ローン」を通じて資金を借り農業用動力エンジンを購

入した。その後何度かの融資を受け、現在では 12 万 5,000 ペソの

融資を受けている。これらを通じいまや3へクタールの土地と農業

関連機器を所有するまでになった(ECLOF 2008:5)。こうした具体

例は枚挙にいとまない。 
 またフィリピンの農村部に広くはびこる「5－6（ファイブ・シッ

クス）」と呼ばれる高利のインフォーマルセクターの駆逐にマイクロ

ファイナンスが一役買っていることもしばしば指摘される(Kondo 
2003)。「ボンバイ」Bombayともばれる農村訪問式のインフォーマ

ル高利貸業者から生産経費、生活費を借りる貧困農民は少なくない

２５。例えば5ペソを借りたら元本利息を含めて6ペソを返済する仕

組みである。4ヶ月で農産物を収穫できるとして、4か月20％の利

息、年利とすれば60％の利息という計算になる。さらに返済期限に

遅れればさらに利息が加算され、実質的には年利 100％を超えるよ

うなケースもある。マイクロファイナンスへのアクセスはこうした

法外な高利貸しへの決別をも意味している。 
 しかし、このようにポジティブな結果をもたらしているかに見え

るマイクロファイナンスも、厳密な意味での貧困対策として見た場

合、課題とされる事柄が少なくない。いずれも営利を目的として展

開されることに因するものといえる。例えば一般的にマイクロファ

イナンスの対象にされるのはインフラが整備された地域、人口が密

集した地域に偏り、逆に農村部またその中でも収入の不安定な低所

得層は融資対象から外される(UN AG 2008: 12)。明らかに採算が取

れるか否かが基準となっている。こうした融資対象の選定を、明確

な運営方針に定めて行っている例もある。例えばEurocreditコミュ

ニティ銀行は、現金収入事業を開始したばかりのクライアントには

融資をせず、すでに一定の成果を収めている事業の拡張にのみ資金

提供することを定めている。またマイクロファイナンスは中小事業

（347）
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を操業する低所得中層部 lower middleに裨益しているに過ぎず、そ

うした条件を持ち合わせない最貧困層を救済する手立てとはなって

いないとも指摘されている(Leal 2006)。先述した「成功譚」もどち

らかといえば、既に一定の経済基盤を築いた人が借り手となってお

り、しかも融資額も決して少額とは言えない規模となっている。 
 政府系シンクタンク「フィリピン開発研究所」PIDS の実態調査

によっても、貧困率はマイクロファイナンスを利用していない層の

方が、利用している層よりも高いことが報告されている。またそも

そもマイクロファイナンスから融資を受けられるものはその時点で

すでに一定の経済的基盤を持つものであるという傾向も指摘されて

いる (Lamberte 2003)。PIDSの別の調査によっても、マイクロファ

イナンスの新旧の借り手、候補者のほとんどは政府基準による「貧

困層」ではないこと、融資と所得向上との相関関係は一般に見られ

るものの、貧困世帯ではそれが顕著でないかあるいは逆にネガティ

ブであるとも言われる(Kondo et al 2008：20）。  
先述したマイクロファイナンスのノウハウ、運営知識を供与する

NGO「プンラ」も、マイクロファイナンス融資の対象を貧困層中の

上位に絞る戦略を明確にしている。貧困ラインの境界線付近にある

層を E-Poor（Entreprenual Poor）、つまり「起業精神を持つ貧困

層」と呼び、まず彼らの経済状況をマイクロファイナンスを通じて

改善し、その上でさらに下位にある貧困層を引き上げていくのだと

いう２６。 
マイクロファイナンスが貧困層の生活改善に有効であるか否かに

ついての説得的な実態調査はほとんどないため、ここで結論を述べ

るわけにはいかない。しかし、フィリピンが相変わらず貧困率の高

い状況を抱えている事実と照らし合わせると、少なくとも、抜本的

な改善をもたらす手法とはなりえていないことは指摘できるであろ

う。そもそも融資をする側も営利と活動の持続性を優先しており、

必ずしも貧困層中の最貧困層の生活向上を理念に掲げているわけで

はないため、いわば当然の帰結ではある。 
近年、マイクロファイナンスがさらに商業化する傾向を強めるこ

とに伴って、新たな問題も生じてきている。第一は「信用汚染」credit 
pollutionと言われている事態である。地域によってはマイクロファ

イナンス市場の奪い合いが生じている。マイクロファイナンス機関、

特に営利目的を最優先する機関はクライアントの獲得を巡り競争を

強いられる。借り手側からすると、いくつもの貸し手にアクセスで

きる状況が生まれ、実際に既存のローンの返済のための借り換えを

繰り返したり、多重債務に陥ったりするケースが問題化してきてい

る。これに対して、政府は「2008年信用情報体系法」を制定して、

正確な情報を共有することによりマイクロファイナンス市場の混乱

を制御しようとしている(FRBSF 2010)。 
第二は、マイクロファイナンス機関の破綻である。特に商業的性

格の強い農村銀行は市況の影響を受け実際に破綻する例が生じてい

る。2009年には、自然災害と大手金融グループLegacy Groupの破

綻の影響を被り、パンガシナン州でバウティスタ農村銀行ほか4行

が閉鎖されている２７。先述した Eurocredit コミュニティ銀行も

2010 年に破綻し、フィリピン預金保険機構 PDIC の管理下に入っ

た２８。当然、こうした機関から融資を受けていた借り手も影響を受

けるし、またマイクロファイナンス事業の持続性という点でも深刻

な問題をはらんでいると言えるだろう。 

このように近年のマイクロファイナンスは一般市場原理にゆだね

られたが故に、事業そのものが危ぶまれるという事態を招いている。 
以上検討してきたようにフィリピンでは、商業化の流れの中で多

様な事業主体を巻き込みながらマイクロファイナンスが展開してき

た。NGO にしろ、協同組合、農村銀行にしろ、マイクロファイナ

ンスに関わることで、その活動の形態を変え、範囲を広げてきたし、

そのことが新しいクライアントを獲得するという可能性を示してき

た。しかし反面、貧困対策としての役割を期待通りに果たしてきた

のかについては、疑問視されるところが多い。 
今後フィリピンのマイクロファイナンスがいかなる形で新たな課

題に対処しながら展開してゆくのか注目されるところである。 
 
（注記）小稿は2008年度神戸大学発達科学部「国際交流資金」の

補助を受けて行われた社会環境論マニラ現地調査（2009年1月

実施）による成果の一部である。神戸大学発達科学部に記して御

礼申し上げたい。 
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